
保 存 版

あなたを狙う悪質商法あなたを狙う悪質商法
こんな手口にご用心!!

消費生活情報紙

「法的な責任が生じる約束」のこと。商品を買ったり、サービスを利用することも契約です。

原則として口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑は、証拠を保存するためのものです。

契約は、商品の売買やサービスの利用のとき、客（消費者）とお店（事業者）との間で商品の
内容、価格や引渡しの時期などについて、お互いが合意したときに契約が成立します。

契約とは

　私は、消費者の安全・安心を確保するた
め、豊田消費生活センターの機能及び相
談体制を将来にわたり維持してまいります。

豊田市長　太田稔彦

消費者行政に関する
意思表明

発　　行：豊田市商業観光課　発 行 月：令和6年12月 
資料提供：愛知県県民文化局県民生活部県民生活課あきらめないで、早めに相談！

豊田消費生活センター

（いやや泣き寝入り・全国共通）

受付　平日10：00～17：15
　　　土曜10：00～16：30（電話のみ）
　　　※日曜、祝祭日は休み

☎ 0565－33－0999

消費者ホットライン
☎ 188

買います！
（申込）

かしこまりました
（承諾）

商品・サービスを渡す義務

代金を支払う義務

合 意合 意
契約成立

消 費 者 事 業 者

商品・サービスを
受け取る権利

代金を
受け取る権利

あなたを狙う悪質商法

豊 田 市

留守番電話機能や番号表示サービス、着信拒否
機能などを活用する

家族や友人、消費生活センターに相談する

購入した商品やサービスに不満があったとき、あなたなら自分の意見をどのように事業者に伝えますか？
自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、次の3つのポイントを参考にしてみてください。



海産物の電話勧誘販売にご用心！

特徴

対策

「以前購入してもらったことがある」、「新型コ
ロナウイルスの影響で収入が減って困ってい

る」などと泣きつかれ、断れないように執拗に勧誘さ
れる場合もあります。判断力が不十分な家族が応じて
しまうケースも多いです。

無理に買う必要はありません。
毅然と断る。電話勧誘販売なら

クーリング・オフができます。一方的に
商品が届いても受け取らない。受け取っ
ても代金を支払う必要はありません。

豊田市成年後見支援センター　℡ 0565-63-5566



海産物の電話勧誘販売にご用心！

特徴

対策

「以前購入してもらったことがある」、「新型コ
ロナウイルスの影響で収入が減って困ってい

る」などと泣きつかれ、断れないように執拗に勧誘さ
れる場合もあります。判断力が不十分な家族が応じて
しまうケースも多いです。

無理に買う必要はありません。
毅然と断る。電話勧誘販売なら

クーリング・オフができます。一方的に
商品が届いても受け取らない。受け取っ
ても代金を支払う必要はありません。

豊田市成年後見支援センター　℡ 0565-63-5566
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不要品を買い取ります などと電話で勧誘し、買取りを

買取りの依頼は慎重に。必要がなければきっぱり断りましょう！

クーリング・オフが可能です。クーリング・オフ期間内は商品の引き
　渡しを拒否することができます。

　業者が来訪する際には、一人で対応せず、家族などに同席してもらいましょう。
　買取り業者は契約時に法律的に有効な契約書等を交付する義務があります。書面を交付し
ない業者との契約はしないようにしましょう。

は
れ
そ
　

…

。

依頼すると、家に上がり込み、本来の目的である 貴金属
の買取りを強く迫って実際の価値より安値で買い取って
しまいます。

例えば･･･貴金属、着物など訪  問  購  入7
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